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【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ６ 部 門 第 ３ 区 分
【 発 行 日 】 令 和 5 年 4 月 1 2 日 ( 2 0 2 3 . 4 . 1 2 )
　
【 公 開 番 号 】 特 開 2 0 2 2 - 3 5 5 1 7 ( P 2 0 2 2 - 3 5 5 1 7 A )
【 公 開 日 】 令 和 4 年 3 月 4 日 ( 2 0 2 2 . 3 . 4 )
【 年 通 号 数 】 公 開 公 報 ( 特 許 ) 2 0 2 2 - 0 3 9
【 出 願 番 号 】 特 願 2 0 2 0 - 1 3 9 8 9 9 ( P 2 0 2 0 - 1 3 9 8 9 9 )
【 国 際 特 許 分 類 】
   Ｇ ０ ５ Ｆ 3 / 3 0 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
【 Ｆ Ｉ 】
　 Ｇ ０ ５ Ｆ 3 / 3 0 　 　 　 　 　 　 　
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 5 年 4 月 4 日 ( 2 0 2 3 . 4 . 4 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 第 ２ の 抵 抗 と し て の 抵 抗 １ ５ は 、 節 点 Ｎ １ に 接 続 さ れ る 第 １ 端 と 、 第 １ 抵 抗 と し て の 抵  
抗 １ ３ の 第 １ 端 及 び 演 算 増 幅 器 ３ ３ の 反 転 入 力 端 （ － ） に 接 続 さ れ る 第 ２ 端 と 、 を 有 し て  
い る 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 第 ３ の 抵 抗 と し て の 抵 抗 １ ６ は 、 節 点 Ｎ １ に 接 続 さ れ る 第 １ 端 と 、 Ｐ Ｎ Ｐ バ イ ポ ー ラ ト  
ラ ン ジ ス タ １ ２ の エ ミ ッ タ 及 び 演 算 増 幅 器 ３ ３ の 非 反 転 入 力 端 （ ＋ ） に 接 続 さ れ る 第 ２ 端  
と 、 を 有 し て い る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ １ 】
　 出 力 ト ラ ン ジ ス タ 及 び 第 １ の デ プ レ ッ シ ョ ン 型 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ と し て の デ プ レ ッ  
シ ョ ン 型 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ ４ １ は 、 定 電 流 源 ４ ５ の 第 ２ 端 及 び Ｎ Ｐ Ｎ バ イ ポ ー ラ ト ラ  
ン ジ ス タ ４ ６ の コ レ ク タ に 接 続 さ れ る ゲ ー ト と 、 節 点 Ｎ ３ に 接 続 さ れ る ソ ー ス と 、 を 有 し  
て い る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 安 定 化 ト ラ ン ジ ス タ 及 び 第 ２ の デ プ レ ッ シ ョ ン 型 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ と し て の デ プ レ  
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ッ シ ョ ン 型 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ ４ ２ は 、 節 点 Ｎ ３ に 接 続 さ れ る ゲ ー ト と 、 電 源 供 給 端 子  
１ に 接 続 さ れ る ド レ イ ン と 、 デ プ レ ッ シ ョ ン 型 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ ４ １ の ド レ イ ン と 接  
続 さ れ る ソ ー ス と 、 を 有 し て い る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 こ の よ う に 構 成 さ れ る 基 準 電 圧 回 路 ３ ０ ０ は 、 基 準 電 圧 回 路 １ ０ ０ と 同 様 に 作 用 し 、 同  
様 の 効 果 を 得 る こ と が で き る 。 す な わ ち 、 基 準 電 圧 回 路 ３ ０ ０ の 作 用 及 び 効 果 の 詳 細 に つ  
い て は 、 上 述 し た 基 準 電 圧 回 路 １ ０ ０ の 作 用 及 び 効 果 の 説 明 に お い て 、 出 力 制 御 回 路 ３ ０  
、 デ プ レ ッ シ ョ ン 型 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ ３ １ 及 び デ プ レ ッ シ ョ ン 型 Ｎ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス  
タ ３ ２ を 、 そ れ ぞ れ 、 出 力 制 御 回 路 ５ ０ 、 エ ン ハ ン ス メ ン ト 型 Ｐ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ ５ １  
及 び デ プ レ ッ シ ョ ン 型 Ｐ Ｍ Ｏ Ｓ ト ラ ン ジ ス タ ５ ２ に 、 読 み 替 え れ ば よ い 。
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